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(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 2年 大阪

集計表

地裁管内

検察審査会

原因

事項、

●● q ■

のI審査状況lの各欄及びI未3生） l既猴

Iユ

処
理
区
分

● ●

既 済 人 員

議 決 Ｆ
＄

結 果 審査 状 況（第2段階の審査事件を含む）
〃 ｡ ．

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起

訴

猶

子

嫌

疑

不

十

分

嫌
・
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず
●

そ
の
他

小

計

審査打切り

串
立
て
の
暇
Ｆ

『
て
心

他

小

計

.申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度

の
申
立
て

ユ．
里

の

他

小

計

移

送

合

計

審査期間
(受理の日から）

一の

月

以
内

三
月
以
内

六
月
以
．
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
。
超
え
る
も
の

会議回数

1

回

2

回

3

回

４

回

５

回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証

人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

勺
一不
起
‐
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下
、
移
送
）

◆

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、

第
二
段
階
の
審
査

Ｌ
け

未済人員

(第2.段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日か ら）

六
月
以
．
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

(）
ｄ
■
■
。
６

12 71 10 15 2 110 (） 2 2 0 0 (） 0 0 0

，

■●

113
▽

C

e■

1
B 0
分

53 40 15 3． ！ 91 10
● □

●

1 ．、 ;0 11 鯵0 0 0 0 0 0 0

D q C

■

み
ゆ

16

《
■
ｅ
●
●

C

幻

､0

ユ
01

､ ’0 20

》
。
。

5

や
り

0

備
考

● ●

未済事件のうち,･審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

一・

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他
(具体的に）

審査期間
．及び人員



一二ｰ

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 2年 ｛大阪

大阪第一

地裁管内

検察審査会

原因

事項

(注) 「既済人員jの「審査状況jの各欄及び「未済人員」の欄は，法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

・
処
理
区
分

既 済 人 員

議 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
．
訴
猶
子

嶬
疑
不
十
分

職
疑
な
し

罪
と
や
な
ら
ｒ－
０

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申･立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
櫓
な
し
．

■

■

●

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

4、

計

移
送

合

計

■
●

<受
●

審査期間
理の日か

◆ ●

ら）

●
一

月

以

内

三
月
・
↑
以

内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

１

回

２

回

3

回

4

回

５

回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
入

被
・
疑
者

証

人

助
言
者
ｂ
●
ａ

審査補助員

起
・
訴
相
当

不
起
，
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、ー

●

第
二
段
階
・
の
審
査

未済人員
● ●

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
学
を
超
え
る
も
の

人
員

0 0 3 17 9 0 0 29 0 1 1 0 0 0 0 0

寺
の
■
８

－

◆

:0 30 0 19 11 0 0

｡ －

0
■

■ 必
争

16 8 0．

■

●｡

0 6 0 0 ご
毎
■
0

■
●
●

･0 0 0

●

ｃ

ｐ
ａ

0 .:11 ・ 0 0 ､・ 6 ' ‐
●や 0 ﾔ

■

0 0
● ● ●

備
考

C ‐

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳
一一

被疑者不明
℃ 。

被疑者疾病 事案複雑
その他
(具体的に）

､審査期間
及び人員
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『

(別紙様式第2）
ー

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 2年 大阪

大阪第二

地裁管内

検察審査会

(注) 「既済人員jの｢審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は，法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

１
１

処
理
区
分

既 済 人 員
●

●

ゆ ■ 申

議 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）
● ●

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
・
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
。
●

立
て

そ
の
他

小

計

移

送

合
計

審査期間
(受理の日から）

月
．

以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
．
、
以
・
内

年
以
内

凸

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

･1

回、

２

回

３

回

旬

巳

一

４

回

５

回
．
以
上

● ‐ 巳

証人尋問等の実施

検
察
官

●
①
伊
申
立
人

被
疑
者

証

人

助
言
者

審査補助員

起
一
訴
相
当

不
・
起
訴
不
当

不
起
、
訴
口
Ｑ

相
当

申
立
却

そ
の
他
へ_

下
、
移
送
）

審
査
打
切
り
、

第
二
段
階
の

審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

｛
ハ
ロ
河

以
内

一
年
以
〃
内

●

企

一
年
を
超
え
る
・
も
の

人
員

0 0､ 3 16 0 4
. ■ ､ . げ

●

■ g ●
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ゆ

合

ヴ･

． ・0

●
●
凸

23
』
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● ｡

0 0 0
Q

0 23
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ヂ
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●

23 ･0

４

0
安

■0 0 0 0 0 0 0‘ 0ひ
け

●
■

0 0 0 ･0

■

『■4 6

3 0 0

備

考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

一

凸

〃

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他
(具体的に）

審査期間
及び人員



一

(別紙様式第2）
ー

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 2年 大阪

大阪第三

地裁管内

検察審査会

l取兀j－ノ

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び｢未済人員」の欄は，法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
．
理
区
分
‐

既 済 人 員 ノ

議 決 結 果 ･審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起

訴
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

･小

計

審査打切り

申
立
て
め
取
下
げ

そ
の
他

小

０
十
０

母
面

申立却下

●

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移

送：

合

計．

、審査期間
侵理の日から）

月

以
内

三
．
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

Ｃ
■

会議回数．

､1

回

2

･回

●

■

3

回

４

回

５

回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

■
●

被

疑

者

･証

人

助
．
・
言
者

審査補助員

起
訴
相
一→

当

6

不
起
訴
不
当

不
起
訴

b e

●

相
当

申
立
却
下
、
移
・
送
）

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、

第
二
段
階
の
審
査

●

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

一

年

以
内

一
年
を
、
超
え
る
も
の

人．

員

. ･0 ･･1 2 13

q

O
●

●

4

子

0 ざ_19
■

0 1 1 0
■

～

･0 '、 0
耳
．

0 .0 0 21

旬｡｡
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守 o
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ー●

｡

5 0 0
b

● の
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備

考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

ゆ 。

ヴ マ

■ 』

や

い
り
画

Ｑ

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他
(具体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 2年 大阪

大阪第四

地裁管内

検察審査会

(最刑一）

(注） 「既済人員jの「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は，法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上ずる。
6 ， 、

処
理
区
分

、 既 済 、人 員
や やゆ

６
も
り

議 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）
｡ 『 ●

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当
ー

不起訴相当

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑

L L

な
し

罪
と
な
ら
ず

◆
争
巳
◆

そ

の

他

4 、

計

~

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ．

の

他

小

計

申立却下

、

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
“
権
な

し

再
度
‐
の
申
立
て

そ
の
他

小
計

●
Ｑ
移
送

合

計

審査期間
<受理の日から）

月
内
以

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
一
内

一
・
年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

■ ■

会議回数

1

回

２

．
回

3．

回

4

回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被

疑

者

●
凸
■

証

人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

●
。

不
起
訴
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、ー

第
一
房
段
階
の
審
・
査

未済人員
〆､

．(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

①

毎

六
月
以
内

一

年

伊
◆

以
内

■

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

0 0 、 2

●

13

毎
Ｌ
■

●

0 0 2

‐

ロ
▽ 号

0 0 0 0 0 0 0 、 0 ､0 17

●巳

0 7 9 1 0 ･℃ ・ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▲

0 0 0 ず0 :、 0 4 0 ・ 0

備

考

■ ー ■

未済事件のうち，審査期間が1．年を超える事件の原因等内訳

申 、

‐

一 ・

9 ． 6

被疑者不明
■ ■

被疑者疾病 事案複雑
その他
(具体的に)

審査期間
及び人員
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(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 2年 阪大
堺

地裁管内

検察審査会

1球ﾌ測一ノ

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄ば，法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

堺検審第2号 令和3年1月 7日

処

理
区
分

既 ・済 人 員
守 り

議 ・決 結 果

◆ ｡

､審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

■｡

不起訴相当

起
訴
猶
予

嫌
疑
・
‐
不

十
分

嫌

疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ

の

他

4 、

計．

審査打切り

申
・
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

、4

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な

し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

4、

計

移

送

①～

合

計．

審査期間
(受理の日･から）

一

月

ｅ
●

以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
↑
以
内

牢
、

一
年
を
超
え
る
も
の

■
▲

会議回数
●

1

回

2

回

3

回

･4

回

５

回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

ｄ
の

申

立

人

被
疑
者

証

人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

■

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
“
立
却
下
、
移
送
）
日

そ
の
．
他
（
審
査
打
切
り
、

●今

｡

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

■ ■

六
月
以
内

年
以
内

吟

一
年
を
超
え
る
も
の

人

員

0 ､0 1 11 1 7 .0 20
勺。

◆ ｡

0 0 0． 0 0 0 0 今
ザ
0 0

● ●
20
ー｡

1 4 ･9 3 2
。
，
１ 19 I

e ●

0

■

0

，

0 0 0 ;0
6

曲企

0

口

0 0 ･0 0 ■
寺タ

4C

0
守 ■

0 1 .;5 0

備
考

● ｡
●

未済事件のうち,審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

、一

被疑者不明 ."-被疑者疾病
■ 心

事案複雑
その他
(具体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

既 一 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 2年 大阪

岸和田

地裁管内

検察審査会

岸
和
田
検
審
第
２

号

(注)， 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は，法第姐条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 員

議 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
，
予

Ｇ
■

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
・
ら
ず

●
●

そ
の
他

●
色

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ

の

他

小

計

申立却下

◆
●

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再

度
の
申
立
て

そ

の

他

小
0

計

移

送

合

計

審査期間
(受理の日から）

一

月．

以

内

一
一
一⑥

月

以

内

六
月
以
内

九
㎡
月
以
内

年
以
内

一
年
を
・
超
え
る
も
の

会礒回数

1

回

2．

回

3

回

4

回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証

～L

人

助
言
者

審査補助員

｡ ●

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴

相
当

申
立
却
下
、
移
送
）

そ
の
他
（
審
．
査
打
切
り
、

｡

◆

第

二
段
階
の
審
々
査

、
け

未済人員

(第2段階の審
査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
・
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
‐
員

0 0 1 1 0 0 0 ’2

⑪ ｡

0 0 0 0 0

■■

0 0 0
ゅ ･"

､0 2

↑
。

ゆ
ら

･ ･0 0 1 I 0 0 2
①

0 0
り

. ､0
＆

0 0
●

0 0 0 0 0 0 0
①

■

0 3 0

■

､Q
の
町
。

備
考

未済事件のうち，審査期間が.1年を超える事件の原因等内訳
－ ●

〆 一●

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他
(具体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

手既 済 事 件 続 別 年 報

第2表令和 2年
京都地裁管内

検察審査会(集計表）

のI審査状況］の各掴及び－ 1未籾 ヨ報産） l甑Z諺
D Q q

÷

－へ

ろ「

①
Ｐ

処
理
区
分

既 ､済 人 員

議 決 結 果
ノ”

句

●審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

字
■

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な

■や

し

罪
と
な
ら
ず

↓
一
？
》

の
他

小

全.L
ul

審査打切り

申
立
て
の
敵
下
げ

そ
の
他

4、

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

●
争

再
度
の
申
立勺

て

そ

の

他

4 、

計

移

送

合

計

審査期間

(受理の日から）

一
・
月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
．
超
え
る
も
の

●

会議回数

1

,回

2

回

3

回

４

回

５

回
以
上

証人尋問等の実施

検

察

官

申
立
人

被
疑
者

証
*

人

助
言
者

審査補助員

起
．
訴
相
当

不
起
訴

丞
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下
、
移
送
）

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、

第
二
段
階
の
・
審
査

未済人員

(第2段階の審
･査事件を含む）

審査期間〃
(受理の日から）

六
月
以
内

一
・
年
以
．
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

0 2 12 21 7 2 0 42 0 1 1 0 0 １
． 0 1 0 46 ､3 16 21 型 1 1 23 20

｡

●

3 0 0 １
。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0

備

考

｡

未済事件のうち§審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

、、

被疑者不明 被疑者疾病． 事案複雑＝
その他
(具体的に）

審査期間
及び人員



一

(別紙様式第2）
一

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 2年
京都地裁管内

京都第一検察審査会

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員』の欄は，法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

一

処
理
区
分

既 済 人 員

議 決 結 果
■ ■

審 査状況(第2段階の審査事件を含む)

起
訴
相
当

寺
申
●

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

嫌
疑
，
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

4、

計

審査打切り

申
立
．
で
の
取
下
げ

そ
の
他

ﾉI 、

計

F,

申立却下
ひ ●

､･不
■

起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立

権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計．

移
送

合

計

審査期間
(受理の日から）

● 。

一
月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
．
内

九
月
以
内

年
以
内

●

〃

一
年
を
．
超
え
る
も

会議回数

１
．
回

２

回

〈
辛
く
亜
一
口
●

回

4

回

.5

回

●

以

上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証
人

助
言
者

審査補助員

起

訴

相

当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下
。
、
移
送

そ
の
他
（
審
・
査
打
切
り
、ｰ

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審
査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）
旬

六
月
以
内

年
以
内

■
●■■

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

0 ､1

‐●

4 12 2 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

Ｐ
。

0 4 13 3 0 1 13 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

■

0 0

･備

考
◆

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳
6 1

～

寺 牛 ■■

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他
(具体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 2年
京都地裁管内

京都第二検察審査会

(注） 「既済人員jの「審査状況」の各欄及び『未済人員」の欄は，法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

／

処
理
区
分

既 済 人 員

議 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

■

そ
の
他

川、

計

審査打切り

申
立
て
の
敵

ド

､そ

《ﾉ〕

他

小

計

申立却下
■

． 、

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
櫓

な
．
し

再
度
の
申
立
て

そ

.の

他

小

計

ニ
ヴ

移

送

合

計

審査期間
(受理の日から）

月

以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
．
以
内

■
●

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

１

回

2

回

3．

回

4

回．

５

回
以
上
．

■

C G

証人尋問等の実施

検
察
宮

申
立
人

被
疑
者

証
人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
訴
●～

不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下
、
移
送
）

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
．
、

◇
●

第
二
段
階
の
審
査

▲
●
■

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以

内

年
以
内

一
年
を
．
超
え
る
も
の

人

員
＆

0 1 8 ・ 9 5 0 0 22 0 1 1

炉一

0 0 1 0
凸
■
Ｂ
△
■

0 25 3 12 8 1 １
◇

0 10 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0
？

0 0 0 0 7 0 0

備

考

未済事件のうち， 審査期間が'年を超える事件の原因等内訳

● 心

●

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他
(具体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

既 済 事 手 続 別件、 年 報

第2表令和 2年
京都地裁管内
宮津検察審査会

(最刑一）

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各桐及び「未済人員」の欄は，法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

宮津検察審査会第2号 令和3年1月4日

最高裁判所事務総局刑事局長殿 宮津検察審査会事務局長

処
理
区
分

既： 済 人 員

議 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）
や

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

色
。

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な

し

罪
．
と
な
ら
ず

●
■

そ
の
他

4、．

計

審査打切り

申
立
て
の
取
・
下
げ

そ
の
他

4、

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
グー~

度
の
申
立
て

そ
の
他

4、

計

移

送

合

計

４
■

審査期間，
(受理の日から）

月
内
以

三
月
以
内

六
月
以
内

●

九
％
月
以
内

年
以
内

■

守
り

一
年
を
超
え
る
も
の

b ◆

会議回数

1

回

2

回

‘3

回

４
回

5

回
以
上

ｅ
ｇ

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被

疑

者

証
人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

■

不
起

訴
不
当

不
起

訴
〃
相
当

申
立
却
・
下
、
移
．
送
）

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、

第
二
段
階

■

◆

の
審
査

…未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
．
内

■

一
年
を
超
え
・
る
も
．
の

人
員

－●

。
◆

◆

1

傭

考

未済事件のうち，審査期間が1隼を超える事件の原因等内訳

● 、

ー

巳■ ●

■ ぬ ~

① ｡

－

1

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他
．(具体的に）

審査期間
及び人員

該当なし



~

(検･統ろ－2）

(別紙様式第2）

既 済 事 件、 手 続 別 ：年 報

第2表令和 2年
，京都地裁管内
舞鶴検察審査会

(最刑一）

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は，法第4．1条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

舞鶴検審第2号 令和3年1月4日

赴扇裁判所事蕃総局刑事局長.陵 舞鶴検察審査会事務局長

処
理
区
分

既 済 人 員

議 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

●

嫌
疑
不
十
分

嫌

疑

な

し

罪
、
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
、
取
下
げ

~

●

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
■
●

立
桧
．
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移

送

合

計

● 令

審査期間
(受理の日から）

ら

月
内
以

三
月
以
内

六
月
以
内

九

月
以

内

一
年
以
内

一
》
・
年
を
超
え
・
る
も
の

会議回数．

1

回

2

回．

3

回

４

回

●
●

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検

察

官

申
立
人

被
疑
者

今
や

証

人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
＃
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下
、
移
送
）

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む)

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
．
も
の

人

負．
該当事項なし

備

考

00

｡

芦 ｡

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

●

、

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他，

<具体的に）

審査期間
及び人員



一

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報 ＝

第2表令和 2年 神戸

集計表

地裁管内

検察審査会

p q■

(注） 「既済人員jの「審査状況jの各欄及び「未済人員」の欄はb法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

一

､､灘一 千

処
理
区
分

既 済 人 員

議 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
訴
・
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

嫌
疑

■

■

ら

◆◆

不
十
分

嫌
疑
な
し

｡

｡罪
と

な
ら
ず

そ
の
他

4、

計

審査打切り

申
立
て
．
の
取
下
げ

Ｂ
画

そ
の
他

剛、

計

申立却下

不
起
訴
処
分

■

･の

不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ

の

他

小

計

移

送

合

計

審査期間
(受理の日から）

一＝

月

以
内

三
一
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

一

年

以

内

一
・
年
を
超
え
る
も
の

会議回数．

1

回

２

回

３

回

４

回

５

回
以
上

証人尋問等の実施、

検
察
官

申

立

人

被
疑
者

証

q

”

人

助

言

者

審査補助員

起
訴
相
当

●
■

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
・
立
却
下
、
移
送
）

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、

第
｡

｡

一

一
a

●

段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）
● ■

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
・
え
る
も
の

人
員

0
●10

ざ

21 31 7

４
０

１

'； 3．回‘
一
守
口
旧
一
Ｐ
Ｇ

95 -1 息･I 2 0 2 0
●

0 ､2
4

■■

守

1 110

合

4 錫 50 雛 .0 0

ｳ

●

96 14 0

「 ．

0 ミ 0
■

●

0 0 0 0 0 0

由

●

､0 0 0 '0 104
ｂ
●

0 0．

傭

考

■ ｡

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

旬宇

《

凸 ●

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他
(具体的に）

審査期間
及び人員



一

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 2年 神戸

神戸第一

地裁管内

検察審査会

(最刑一）

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は，法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ入員数を計上する。

ー

処
理
区
分

既 済 人 員

議 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起

訴
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

礎
疑
不
十
分

艤
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

唖

一

。

『

の
他

ﾉI、

計

審査打切り

申
立
て
の
眼
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

○

不
起
訴
処
分
の
．
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

4、

計

移

送

合

計

審査期間
(受理の日から）

月
内
以

や■

三。

月

以

内

六
月
以
内

■
や

九
月
以
内

一
、
年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

1

回

２

回

３

．
．
回

4

こ ●

回

５

回
以

上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

●
参
○

被
疑
者

証
人

助
言
者

審査補助員

起

訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下
、
移
送
）

そ
．
の
他
（
審
査
打
切
り
、

第
二
段
・
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

、

0 0 9 9 0 14 0

廿・

32：
ロ

0 1 1

｡●

0 ' ･0 0 ・ 0 ゞ0 0
？

33： ･Q
0

4 24 5 0 0 31 2 0 0 -0 ・ 0 0： 0． 0 0 0 0 ･･0 0 0 3 ,0
〃の

0
■

備
考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳
｡ 。

被疑者不明 被疑者疾病 .事案複雑
。

その他
(具体的に）

審査期間
及び人員



I

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 2年 神戸

神戸第二

地裁管内

検察審査会

(最刑一）

(注) 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は，法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 員

議． 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む)

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

蟻

疑

不

ｲ…

分

獺
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り
口 ●

申
立
て
の
取
下
げ

》
一
一

の
他

'|、

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

９
ｒ

迅
一
御

移

送

合
計

審査期間
■

(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
・
以
内

一
年
を
超
・
え
る
も
の

会議回数

1

回

2

回

3
P｡

回

4

回

５

回
以
上

◆ ■

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証．

人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

■

不
起
．
訴
不
当

不
起
訴
相
当

●
０

申
立
．
却
下
、
移
送
）

そ
の
他
〈
・
審
査
打
切
り
、
．

第
↑
二
段
階
の
審
査

未済･人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

巳
●

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

0 9 6 9 1 21 争
■
●

0 37 0
● 9

0 0 O
G

１
。

0 0 l

Q q

1：

〈
、

48
●
■
■

､1 24 21 2 0。 0 39 ･9 0

｡

0 0 0 0 0

七

①．、0 0 0 0 ~e

｡ ｡

0 :0 ,0 93 0

備

考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

ｰ

●

●

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他
(具体的に）

■ 一

審査期間
及び人員

● ●

ｒ
１
ｊ



へ

(別紙様式第2）

続 別既 済 事 件 手 年 報

第2表令和 2年 神戸

伊丹

地裁管内

検察審査会

ー

(最刑一）
一

(注） 「既済人員」のi審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は，法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
・
区
分

既 済 人 員

議 ・決 結 栗
q C

審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
訴
不
・
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

句
ｑ
●

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ

の．

他

小

計

審査打切り

、
。
●

申
立
て

の
取
下
げ

･そ

の

他

〃、

計

申立却下

■
●

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ

の

他

小

計

移
送

合

計

(受理の日から）

一
月
以
内

b

三
月
以
内

六
月
以
内

九

月

以

内

一

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
．
の

会議回数

1

回

､2

回

3

回

４
回

５

回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
宮

申
立
人

被
疑
者

,証

人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
訴
・
不
当

不
、
起
，
訴
相
当

申
立
却
下
、
移
送
）

そ
の
他
（
審
．
査
打
切
り
、

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
池
超
え
る
も
の

人
員

0 ｡1 ･2．
P

4 0
ザ ■

0

●す｡

:1 Z 0 0 0 0 1 0 0 I 0 ’9

、 ■

0

■

0

1 3 5 0 0 6 3 0 ’ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
もむ

己

0 0 0 3 0 0

備

考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

4 ｡

｡ q■

｡ ●

ベ

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他
(具体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報■ー

第2表令和 2年 神戸

姫路

地裁管内

検察審査会

(坂ﾌ側 ノ
一

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び｢未済人員」の欄は，法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上まる。

処
理
区
分

既 済 人 員

議 決 結 果 審 査 状況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相

当

不
起
・
訴
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

嫌
疑
不

十
分

嫌
・
疑
な
し

罪
・
〃
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

洲、

計．

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
樒
な
し

再
●

度
の
申
立
て

●

ー

そ
の
他

4、

計

移
送
合
計

審査期間
(受理の日から）

一
月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九

月

以

内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

1

回

､2

回

３

回

４

回

５

回
以
上

9 句

証火尋問等の実施

検
察
官

申

立

人

被

疑

者．

証

人

助
言
者

審査補助員

起
訴
・
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下
、
移
送
．
）

そ
の
他
．
（
審
査
打
切
り
、

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

． (第2段階の審

査事件を含む）

審査期間．
(受理の日から）

六
‐
月
以
内

凸
◆

一

年

以

内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

0 0 3 8 6 ･0 0 17 1 0■ ‘1 0 0 0 0 0 0

勺
。

18 3 3

、．

1． 11 0 0 18 0 0 0 0
４
ｑ
◆
ゆ

0 0 0 0 0 0 0 0 ;0 0 5 6 0

備

考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳．

P ‐

一 ●

少 ■ロ｡

●

申

◆ ■

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑．
その他

倶体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 2年 神戸

豊岡

地裁管内

検察審査会

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員｣.の欄は, .法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 員

決議 結 果 審査 決 況"(第2段階の審査事件を含む)．
■ ●

一 色

起
訴
相

当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

｡‘計

審査打切り

申
立
て

の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立

* ①

権
な
し

再
度
の
申
．
立
て

そ
．
の
他

小

計

移
さ ●●

●

送

今
ロ

計

審査期間
(受理の日から）

月

以
内

三
月
以
内

六
、
月
以

内

◆
ａ
■

九
月
以
・
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
．
も
の

会議回数

1

･回

2

回

３

回

4

回．

５

回
以
上

証人尋問等の実施
■●

検
察
官

申

立

人

被・

疑

者

証

人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

色

不

起

訴
● ．

相

当．

申
立
却
下
、
・
移
送
）
．

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、

第
二
段
階
の
審
一
査
一

■
◆

未済人員
｡ ｡ 旬

.(第2段階の審
査事件を含む)，

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
〃
年
を
超
え
る
も
の

●

人
員

0 0 1 1． 0 0 0
■｡

、

､2 0 0 0 0
》
●

0 , 0 0
■ －

0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 ･0 0
召4

0 ..0 0 0 0 O
j－

0 0 0 0

備
考

◆

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

■ ●

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他

〃

(具体的に）

‘審査期間
及び人員



(検･統ろ－2）

(別紙様式第2）
好
①

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 2年
奈良地裁管内
集計表

4

c F g

のI審査状況Iの各欄及び． ’未3 カネ間'弐一 ・潅軍41条の2の規序

鑓

l5

Q

→

奈蛾識:運'夢．
● も ‘主● クワ･甲

C =

L 争

勺 ■

･0 口 。 ｡

↓､縄令和3年明8日･ 端 ‘言
｡ . 、 .句､･･ず｡ .､8 ．､ ・ ・ ． ．. ． I

▲ 凸.

最高裁判所事務総局刑事局長殿 奈良検察審査会事務局長．

処
・
理
区
分

●
』

既 済 人 員

議 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）
0 －

起
訴
相
当

不
起

訴
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

嫌

疑

不

十

分

嫌
疑
な
し

罪
と

■

■

な
ら
ず

そ
の
他

4、

計

審査打切り

ａ
。

申
立
・
て
の
取
下
げ

●

｡

■‐

そ
の

他

０
■

小

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不

●

C

~

？
●

存
在

申
立
権
な
し

再

度

の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送

合

計

審査期間
(受理の日から)．

一
月
以
内

Ｐ
Ｃ
Ｇ

三
月
以
内

六
月
以
内●◆？

､九

､月

以

内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

１

回

2

･回

3

回

4

回

5

・
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

句
，
申
立
人

被
疑
者

証

人

助
言
者

審査補助員

■
◆

起
訴
相

当

不
起
訴
不
当

●■

不
起
訴

相
当

申
立
却
下
、
移

そ
の
他
一
（
審
査
打
切
り送
、…

第
二
段
階
の
審
査

未･済人員

(第2段階の審
査事件を含む）

審査期間･ ・
(受理の日から）

六
月
以
内

一
年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

2

●心

3 8 5

■
Ｐ

■Q
●

陣

2

守

り ●

j l8

■

サ
ダ
℃
●
。
〆

■ t
毎

■②

■

①

鈴
。

。
。
”
■
●

■

1 1 ･1
勺

1

タ

’

｡ ， 22 3

合

一

◆

●

●
ケ 9 7

■

●｡

2 1 14 ’ 7
D

h

1 1．

備
考

ロ

未済事件のうち，審査期間が1隼を超える事件の原因等内訳

△ ■

ー

■ 今

0

被疑者不明 被疑者疾病． 事案複雑
その他

(具体的に）

審査期間
及び人員 I

､

ザ

閉 『
､



一

や

(別紙様式第2）

件 手 続 別既 済 事 年 報

第2表令和 2年 和歌山地裁管内
和歌山検察審査会

k収バリ ノ

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は.法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

《

処
理
区
分

既 済 人 員

議 決 結 果 審 ・査 状 況（第2段階の審査事件を含む）
● 9

守 ● ｡

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
・
の
取
下
げ

そ･・

の

他

小

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
、
権
な
し

再
度
の
申

立
て

そ
の
他

小

計

や
む

移
送

合

計

審査期間
(受理の日から）

月

以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

一

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

1

回．

２

回

の
■

３

回

4

回

５

回
以
上

■ ■

証人尋問等の実施
争
●

検
察
官

申

立

‐や

一 心

人

被
疑
者

証
人

■
■

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

●
。

不
起
訴
不
当

不
，
起
訴
相
当

申
立
却
下
、
移
送
）

そ
の
他
。
（
審
査
打
切
り
、
．

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

､審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

・
一
年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

●

人
員
● ･1 ・1 2

p

●

4 5
△

↑
１

■ b

12

■ 夕

14

●勾争

5 5 4 14

備
考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

ー

｡ P ， 心

●
マ
マ
①

被疑者不明 被疑者疾病
● 。

事案複雑
その他

(具体的に）

審査期間

及び人員



(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 2年
和歌山地裁管内

田辺検察審査会

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は，法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 員

議 決 結 果 審査 ・状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

嫌
疑

不
十
分

台
①
つ

嫌
疑
な
し

●

罪
と
な
ら
ず

･そ

の．

他

小

計

審査打切り

申
立
・
て
の
取
下
げ

凸
、

◆ そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申

立
権
な
し

再
度
の
申
立
・
て

そ
の
一
他

小

計

移

送

合

Q

b

計

審査期間
(受理の日から）

月

以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月

以
内

蝿
一
年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

1

回

.2

回

3

。

回

４

回

５

回
以
上

○一

◆

証人尋問等の実施

検
察
官
．

申
、
、
立
人

被
疑
者

●
６

証

人

助
言
者

審査補助員
争宇

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
．
相
当

申
立
却
下
、
移
》
送
）

そ
の
・
他
（
審
査
打
切
り
、

第
二
段
階
の
審
査

未済.人員
の

(第2段階の罰

･査事件

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内●■

年
以
内

｜
年
を
超
え
る
も
の

人
員

4． 2
、

5 ､11
■

~ ●

11 4 5 2
0

7 4
《
■
も

備

考．

■

■つ

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

、

‐●ー

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他
(具体的に)．

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

既 済 事． 件 手 続 別 年 報

第2表令和2 年
大津地裁管内
，検察審査会

◆

のI審査択況jの各禰が生） l閾3拶

轄呈二 (ら

令和3年1月7日

最高裁判所
事務総局刑事局長殿 大津検察審査会

処
理
区
分

既 済 人 員

議 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）
e ◆ ● ●

●

起
訴
相

当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

峨
疑
不
十
分

嫌
疑
な
・
し

罪
と
な

ら
ず

の
他

一
ｑ

平
や
。 '1，

計

審査打切り

申
立

信

の
歌
下
げ

妥
一

の
他

小

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
率
存
在

申
立
稀
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移

送 △
■

今
ロ

計

審査期間
(受理の日から）

一
月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

1

回

２

回

3

､回

4

回

５

回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申

立

人

被
疑
者

証
人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却

そ
の
他
⑳
（

下
、
移
送
）

審
査
打
切
り
、

第
二
段
階
の
審
査

未済人.員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
・
以
内

一
年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

0． 2 3 7 0
●

2 0
1

2
0 1 1 0．． 0 0 0 ･0 1

１
６ 2 5． 8 1 0 0

1

10．
4 1 １

．
0 0 0 0

一

0 0 0 0 0 0 0 3 1 0

備
考

必 ①

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳
巾

●ゆ

被疑者不明
● ● ■

被疑者疾病 事案複雑
その他

(具体的に)．

審査期間
及び人員



別綱3)

（別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和2 年
大津地裁管内
大津検察審査会

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は，法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 員

議 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
・
訴
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

蝦

疑

不

一

．'－

分

蝶
疑
な
し

罪

と
な
ら
ず

》
一
・
｝

の
他

小

■ ●■■

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

'1、

計

申立却下

守
り

不
起
訴
処
分
、
不
存
在

申
立
怖
な
し

再
：
度
・
の
申
立
て

そ
の
・
他

小．

計

移
送

合．

計

審査期間
(受理の日から）

・
月
内

以
“

三
月
以
内

六
月

以
内

九
月
以
内

一

口 0

年

以
内

一
年
を
超
え
・
ろ
も
の

■ 6

会議回数

１

回

2

少

回

３
．

回

4

回

５

回
以
上

● や
● ■

証入尋問等の実施

検
察
官

申

立

人

■

〃

被
疑
者

証

人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相

当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
・
却
下
、
移
送
）

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、

一
口
や
。

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

0 1 1 6 0 2． 0 9 0 0

◆

0

り●

0 0 ･0 0 ･･0 1
１
１ 1 4 6 0 0 0 7 3

F

1

､

0 0

●

0
■

0 ･0 0 0 ･0 0 0 0 ･0 2 1 ,0

傭

考

~ ｡

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

．｡〃

● ● 口 ● ひ

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
.その他
(具体的に）

審査期間
及び人員



別紙(3)

（別紙様式第2:）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和2 年
大津地裁管内
彦根検察審査会

(注） 「既済人員jの「審査状況jの各欄及び「未済人勵の欄ぱ法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

令和3年1月4日 第2号

最高裁判所
事務総局刑事局長殿 彦根検察審査会

処
理
区
分
．

既 済 人 員

議 決 結 果 審 査 ・状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
，
訴
相
当

不
起
．

● ●

訴
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

嫌
疑
・
不

十
分

嫌
疑
な
し

守

０

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

●

小

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
楕
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

■
、

小

計

移

送

合
計

審査期間
(受理の日から）

一
月
。
以

内

三
月
以
内

六
月
以
、
内

九
月
以
内

一
年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

1

回

2

回

･3

回

４
．
回

■
寺

5

回
以
上

証人尋問等の実施
●

検
．
察
官

申

立

人

旬
●

被
疑
者

証
人

助
言
者

。
●

審査補助員

起
訴
相

当

不
．
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下
、
移
送
）

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、

第
二
段
階
の
審
査

未済人.員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
・
え
る
も
の

人
員

1 2 2 1
、 9

1 4 1 2 1 3 1 1

備
考

b 吟

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳
｡？ 今 も ● ■ ‐

、．

●ロ

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他
(具体的に）

､審査期間
及び人員



別綱3）

（別紙儀式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和2 年
大津地裁管内
長浜検察審査会

(注） 「既済人員」の｢審査状況jの各欄及び｢未済人員」の欄は，法第41条の2-の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

令和3年1月4日 長浜検審第2号．

最高裁判所
事務総局刑事局長殿 長浜検察審査会

●

処
理
区
分

既 済 人 員
＝｡ー

議 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

嫌
疑

不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず
･

そ

の；

他

4、｡．

計

審査打切り

申
・
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

〃、

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

●

再
度
の
申
立
て

◆

そ

の

他

、

小
計

移
送
合
計

審査期間
(受理の日から）

月

以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

画
●
年
以
内

一
年
を
．
超
え
る
も
の

会議回数

１
．
回

2

回

､3

回

4

回

５

回
以
上

証人尋問等の実施

検

察

官

申
立
人

被
疑
者

証

人

助
言
者

審査補助員

起
〃
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

4■ 申
立
却
下
、
、
移
送
）

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、

第
二
段
・
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間。
(受理の日から）

六
月
以
内

一

年

以
内

の
争

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

0 0 0 1 0 0 0 1 0 ・・0 0 0． 0 0 0 0 0 1 0
１
． 0 0 0 0 0 1 ､0 0 0 0． 0 0

や

0 0 0 0 0 0
0

0 0 0 0

備
考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

●
。被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑

その他
(具体的に）

審査期間
及び人員



(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 2年
和歌山地裁管内

■

集計表

、ル審査状況昨の各棚及び1.未濯圧ノ l睦荊

手

、

l ‘

｡‐ ▲

、

~

f7

令和3年1月15日 和歌山検審第4号

最高裁判所事務緯局
刑事局第一媒御中 .･和歌山検察審査会

●
Ｑ

処
理
区
分

既 済 人 員

議 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

凸
■
凸

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
・
他

小

計

審査打切り．

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
権
、
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
．
他

句
。

小

､

、

計

移

■

送

合

計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

一

年

以

､内

一
年
を
超
え
る
も
の

･会議回数

１

回

２

回

3

回

４

回

『

●

５

回
以
上

証人尋問等の実施

検．

察

官
●
●

申
立
人

被
疑
者

証
人
助
者
言

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
訴

◆

令

不
当

い
り

不
起
訴

●
■

相
．
当

申
〃
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、ー

第
二
段
階
の
審
査

●

未済人員

(第2段階の審・

容査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

｛
ハ

月
以
内

一
年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員 づ

1 1 6 ・ 6 j5
■

6
℃

..F谷

e

｡ ･

23

‐．

●

色

25

ゴ

5 ､9 9 2 21 4

備

考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳 ．
寺 ｡

～

被疑者不明
．、

被疑者疾病 事案複雑 その他 ．
(具体的に）

審査期間
及び人員



~

(別紙様式第2）

続既 済 事 件 手 別 年 報

第2表令和 2年 和歌山地裁管内
和歌山検察審査会

K取刀リーノ

(注） 「既済人員」のf審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄はう .法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

（

処
理
区
分

既 済 人． 員

議 決 結 果 審査 状 況（第2段階の審査事件を含む）
$ ●

凸 ●

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ．．

の

他

小

計

申立却下

ｑ

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

や
●

移
送

合

計

審査期間
(受理の日から）

月

以
内

三
月
以
内

六
．
月
以
内

九
月
以
内

一

年
以
内

一
年
を
超
え
る
・
も
の

会議回数

1

回、

2

回

3

回

4

回

5

回

以

上

■ ●

証人尋問等の実施
甲
？

検
察
官

申

立

ご‐

凸 。

人

被
疑
者

証

人

◆
●

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

◆

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下
、
移
送
）
．

■

そ
の
他
。
（
審
査
打
切
り
、

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

､審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

一
年
以
内

－
，
年
を
超
え
る
も
・
の

人
‐
員

･1 ‐ ・1 2
○

4 5
①

1
け ｡

12

● 、

14

け旬｡

5 5 4 14

備
考

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳．

口一

◆ ｡＝ 、 ●

●
▲
。

被疑者不明 被疑者疾病
c c

事案複雑
その他
(具体的に）

審査期間
及び人員



ｰ

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 2年
和歌山地裁管内
田辺検察審査会

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は，法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 員

議 決 結 果 審査状況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
訴
猶
予

嫌
疑
，
不
十
分

■

‐

嫌
疑
な
し

■

罪
と
な
ら
ず

･そ

の．

他

小

計

審査打切り

申
立
・
て
の
取
下
げ

●
令

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申

立
櫓
な
し

再
度
の
申
立
・
て

そ
の
》
｜
他

小

計

移

む

送

合

■

｡

計

審査期間
(受理の日から）

月

以
内

三
月
以
内

六
月
以

内

九
月

以
内

嫡
一
年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

1

回

2

回

3

句

0

回

４

回

５

回
以
上

Ｆ
Ｄ

◆ー
●

証人尋問等の実施

検
察
官
．

申
．
立
人

被
疑
者

■
ら

証
人

助
言
者

審査補助員
｡‐

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
．
相
当

申
立
却
下
、
移
《
送
）

そ
の
・
他
（
審
査
打
切
り
、

第
二
段
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